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第 3 条

1. 送

2. 送

（

（
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さまは、住信

います。）にか

ほか、別途定

条（適用範囲

ービスによる次

外国向送

国内向外

条（定義） 

定における用

外国向送金取

さまの委託に

お客さまの

することを

外国にあ

銀行に対

支払指図 

さまの依頼に

て発信する指

支払銀行 

口座への送金

関係銀行 

銀行および送

支払指図

銀行間に

インターネット

取引規定条

ＷＥＢサイトに

よび依頼承認

 

条（送金の依

送金の依頼を

送金の依頼は

（1） 送金の

当社所

貨、送

額は

する場

（2） お客様

受付結

ちに当

 

行 

外貨送

SBI ネット銀

かかる取引を行

定める各取引に

囲） 

次の各号に定

送金取引 

外貨建送金取

用語の定義は

取引 

にもとづき行う

の指定する外

を委託するため

る受取人に対

対して発信する

にもとづき、一

指示をいいます

金資金の入金

送金のために

図の仲介 

における送金資

トバンキング 

2 項に定める

にアクセスして

認パスワードは

依頼） 

を受付ける外貨

は、次により取

の依頼を行う

所定の方法で

送金金額と、送

当社所定の送

場合は 1 回の

様がインター

結果の通知が

当社に照会し

送金サービ

銀行（以下「当社

行う場合は、

に係る規定に

定める外貨送

引。ただし、他

は、次のとおり

次のことをい

外国にある他

めの支払指図

対して一定額

ること 

一定額を受取

す。 

金または受取

に以下の全部

資金の決済 

る「インターネ

て行います。ま

は、銀行取引規

貨の種類は、

取扱います。 

う場合には、送

で送金を依頼

送金先事前登

送金限度額未

の依頼により当

ーネットバンキ

が届かない場

してください。
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ビス規定（法

社」といいます

この規定（以

に従うことに同

送金について

他金融機関の

とします。 

いいます。 

他の金融機関

図を、関係銀

額の支払いを行

取人の処分可

取時の送金資金

または一部を

ネットバンキン

また、本サー

規定 6 条 1

当社が別途

送金通貨、送

頼してください

登録の内容に

未満とし、イン

当社が受付可

キングにより送

場合や回線障

この照会がな

法人のお客

す。）と外貨送

以下「本規定」

同意するものと

は、本規定に

の国内本支店

関にある受取人

銀行に対して発

行うことを委託

能にすること

金の支払いを

を行う他の金融

ング」をいい、本

ビスにおける

項に定める「

途定めるものと

送金金額を明

い。当社はお客

に従って送金

ンターネットバ

可能な件数は

送金の依頼をし

障害等により取

なかったことに

2020

客さま） 

送金サービス

」といいます。

とします。 

により取扱いま

店あてに限りま

人の預金口座

発信すること 

託するための

とを委託するた

を行う金融機

融機関をいい

本サービスに

るログイン ID

パスワード等

とします。 

示の上、当社

客さまから依頼

金を実行します

バンキングに

は当社所定の

した場合にお

取扱いが中断

によって生じた

年 8 月 31 日

（以下「本サー

。）における下

ます。 

ます。 

座に一定額を

の支払指図を、

ために関係銀

機関をいいます

います。 

においては、当

、ログインパス

等」に含めるも

社所定の時間

頼を受けた送

す。ただし、送

により送金の依

の件数とします

おいて、当社か

断した場合に

た損害につい

日現在 

 

ービス」

下記条

を入金

、関係

銀行に

す。 

当社所

スワー

ものとし

間内に

送金通

送金金

依頼を

す。 

からの

は、直

いては、
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（
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３. 送

止

合

関

す

４. 送

に

用

さ

 

第 4 条

1. 送

す

2. 送

貨

引

受

3. 前

の

客

4. 第

信

除

せ

（

（

SBI ネット銀行

当社は

（3） 外国為

止する

（4） 許可等

ます。

明する

（5） 送金の

虚偽あ

判断し

生した

（6） 本サー

（7） お客さ

なもの

（8） お客さ

には、

送金通

金額、

きをし

送金の依頼を

止に関連する

合には、送金

関連法規上確

するとともに、

送金の依頼に

に、当社所定

用（以下「手数

さい。なお、小

条（送金委託

送金委託契約

するものとしま

送金資金は、

貨普通預金か

引落します。ま

受領するもの

前項に定める

のほか、やむ

客さまからの送

第１項により送

信する前に次

除ができるもの

せん。 

（1） 取引等

（2） 戦争、

れがあ

 

行 

は責任を負い

為替市場の動

る場合があり

等が必要な送

また、当社が

る書類の原本

の申込時に、

あるいは事実

した場合には

た損害につい

ービスにかか

さまと当社との

のとして取扱い

さまによる送金

、所定の期間

通貨や送金金

、関係銀行等

した後、新たに

を受付けるに

る法令の目的

金原資を確認で

確認が必要で

必要書類を提

にあたっては、

定の料金・関係

数料等」といい

小切手その他

託契約の成立

約は、当社が

ます。 

お客さまの代

から送金依頼

また、当社の

とします。なお

る引落しまたは

をえない事情

送金依頼は取

送金委託契約

次の各号の事

のとします。こ

等の非常停止

、内乱、もしく

あるとき 

いません。 

動向により、関

ます。 

送金のご依頼

が、許可等が

本をお客さまに

、当社所定の

実と相違する申

は、当社は送

いて、当社は責

かる当社とお客

の間の確認事

います。 

金の申込が完

間内に当社は

金額、関係銀

等を変更する場

に送金の申込

あたって、当

的を達成するた

できる書類を

であると認めて

提出してくださ

、お客さまは

係銀行手数料

い、送金資金

他の証券類によ

立と解除等） 

がお客さまの送

代表口座円普

頼日の翌営業

の手数料等は

お、領収書等

は振替ができ

情により当社が

取消されたもの

約が成立した

事由の一にでも

この場合、解除

止に該当する

くは関係銀行
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関係銀行との

頼を受付した場

が必要な送金

に事前にご提

の方法にてお

申告等があっ

送金の申込を承

責任を負わな

客さまとの連絡

事項等で相違

完了した後、第

は送金の手続

銀行等の変更

場合には、第

込をしてくださ

当社が、マネー

ために必要で

を提示または

て、お客さまに

さい。 

当社に、送金

料その他送金

金とあわせて「

よる送金資金

送金の依頼を

普通預金また

業日に、払戻請

は、お客さまの

等は発行しない

きなかった場合

が支払を不適

のとして取り扱

た後においても

も該当すると

除によって生

るなど送金が外

行の資産凍結

の受渡しがで

場合、当社で

のご依頼を受

提出いただきま

お客さまの本人

った場合、また

承諾しない場

ないものとしま

絡内容は記録

違が発生した

第 4 条第１項

続きを行います

更は原則として

第 10 条に規定

さい。 

ー・ローンダリ

であると認めて

提出してくだ

に対して求め

金依頼日の翌

金の依頼に関

「送金資金等

金等の受入れ

を承諾し、送

たは送金通貨

請求書等の提

の代表口座円

いものとします

合（口座の解

適当と認めた

扱うことができ

も、当社が関

認めたときは

生じた損害につ

外国為替関連

結、支払停止な

2020

できなくなり、送

では受付をお

受付する場合

ます。 

人確認を行い

たはそのおそ

場合があります

ます。 

録し、一定期間

た場合、当社の

項に基づき契

す。送金の申

てできません。

定する方法に

リングおよびテ

て、お客さま

ださい。また、

めた場合は、所

翌営業日まで

連して必要と

」といいます。

れはしません。

金資金等を受

貨と同一通貨建

提出を受けるこ

円普通預金か

す。 

解約や、預金の

た場合も含みま

きるものとしま

関係銀行に対

は、当社から送

ついては、当

連法規に違反

などが発生し

年 8 月 31 日

送金の取扱い

お断りすること

合、その許可等

います。この場

それがあると当

す。これによっ

間保存します

の記録内容を

契約が成立した

申込が完了した

。送金通貨や

により組戻しの

テロ資金調達

に対して求め

当社が、外国

所定の事項を

でに、送金資金

となる手数料

。）をお支払

 

受領した時に

建ての代表口

ことなく、自動

から振替ること

の差押え等の

ます。）、当社

す。 

対して支払指図

送金委託契約

社は責任を負

反するとき 

し、またはその

日現在 

 

いを停

があり

等を証

場合に

当社が

って発

す。 

を正当

た場合

た後、

や送金

の手続

達の防

めた場

国為替

を申告

金の他

料・諸費

いくだ

に成立

口座外

動的に

とにより

の場合

社はお

図を発

約の解

負いま

のおそ
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5. 前

の

あ

6. 前

等

 

第 5 条

1. 当

ら

2. 当

そ

従

す

情

伝

何

（

（

（

（

3. 支

お

4. 次の

当

し

（

（

5. 前

 

第 6 条

1. 本

す

場

は

は

2. 照

数

は

あ

代

（

SBI ネット銀行

（3） 送金が

前項による解

の手続きを行

あります。 

前項の送金資

等を返却した

条（支払指図

当社は、送金

らの送金依頼

当社は送金実

その他の関係

従って、次の各

す。また、関係

情報は、関係

伝達をすること

何らの異議を

（1） 送金依

（2） お客さ

ること

（3） 受取人

とがで

（4） 送金の

支払指図の伝

お客さまが特

の各号のいず

当社が適当と

してすみやか

（1） 当社が

（2） お客さ

生じる

前 3 項の取扱

条（料金等） 

本サービスの

す。なお、この

場合、これらの

は代表口座外

は受取時に受

照会、変更、組

数料・諸費用

は返却しませ

あります。これ

代表口座外貨

（1） 照会手

 

行 

が犯罪にかか

解除の場合に

行ってください

資金等の返却

ときは、これに

図の発信等） 

金委託契約が成

頼の内容にもと

実行のために

係銀行所定の

各号の情報の

係銀行からの

係銀行によって

とについて、

述べることは

依頼時に申請

さまの社名、

とができる情報

人の氏名、住

できる情報 

の目的、送金

伝送手段は、

に指定した場

ずれかに該当

と認める関係銀

かに通知します

がお客さまの

さまの指定に

る場合などで

扱いによって生

のご利用にあた

のほかに、関係

の本項に定め

外貨普通預金

受取人にご負

組戻しの受付

をいただきま

せん。なお、こ

れら本項に定め

貨普通預金よ

手数料 

かわるものであ

は、お客さま

い。この場合、

却について、相

により生じた損

成立したとき

とづいて、遅滞

に、日本および

の手続き、また

のいずれかま

求めに応じて

てさらに支払銀

お客さまはあ

はできないもの

請された情報

住所、当社に

報 

住所、送金先

金の原資、その

当社が適当と

場合を除き、同

当するときには

銀行によるこ

す。 

の指定に従うこ

に従うことによ

、他に適当な

生じた損害に

たっては、当

係銀行に係る

める手数料・諸

金より引落しま

担いただくも

付にあたっては

ます。この場合

のほかに、関

める手数料・

より引落します
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あるなど相当

まから受取った

当社所定の

相当の注意

損害について

は、前条第

滞なく関係銀

び海外の関係

たは外国送金

または全てを、

て、当該情報

銀行に伝達さ

あらかじめ異議

のとします。 

報 

における口座

の金融機関名

の他関係銀行

と認めるもの

同様とします。

は、当社は、

ことができるも

ことが不可能

よって、お客さ

な関係銀行が

については、当

当社所定の初

る手数料・諸

諸費用は、お

ます。また、支

ものとします。 

は、次の各号

合、前項に規

関係銀行に係

諸費用はお客

す。 

当の事由がある

た送金資金等

本人確認資料

をもって本人

ては、当社は責

4 項により解

銀行に対して支

係各国の法令

金に用いられ

、支払指図に

報を伝達する場

されることがあ

議なく承諾し、

座番号・取引番

名や口座番号

行から送金に

を利用します

。 

お客さまが指

のとします。こ

であると認め

さまに過大な

があると当社が

当社は責任を

初期導入手数

諸費用を後日請

お客さま名義

支払銀行での

号に定める当

規定する手数

係る手数料等

客さま名義の

2020

るとき 

等を返却します

料または保証

人確認等を行

責任を負いま

解除した場合を

支払指図を発

令・制度・勧告

れる伝送手段に

に記載して関

場合があります

あります。当社

、当社に対し

番号、その他

号、その他受

に関し求められ

す。また、関係

指定した関係

この場合、当

たとき 

費用負担また

が認めたとき 

を負いません。

数料及び手数

請求されるこ

義の代表口座

の受取にかかる

社および関係

数料等その他

等を後日お支払

の代表口座円

年 8 月 31 日

すので、当社

証人を求める

行ったうえ送金

ません。 

を除き、お客

発信します。 

告・慣習、支払

における要件

係銀行に伝

す。なお、それ

社がこのような

して事後におい

他お客さまを特

受取人を特定

れた情報 

係銀行につい

銀行を利用せ

社はお客さま

たは送金に遅

。 

数料等をいただ

こともあります

座円普通預金

る手数料につ

係銀行の所定

の手数料・諸

払いいただく

円普通預金、ま

日現在 

 

社所定

ることが

金資金

さまか

払銀行

件等に

達しま

れらの

な情報

いても

特定す

するこ

いても、

せず、

まに対

遅延が

だきま

。その

金、また

ついて

定の手

諸費用

くことも

または
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（
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（
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第 7 条

お客さ

払通貨

相場お

としま

（1） 

（2） 

 

第 8 条

1. お

い

行

っ

2. 当

に

社

合

3. 前

第

4. 当

こ

行

組

 

第 9 条

1. 送

い

し

（

（

2. 前

第

3. 本

の

う

 

第 10

SBI ネット銀行

（2） 変更手

（3） 組戻手

（4） 電信料

（5） その他

条（受取人に

さまが次の各

貨はお客さま

および手数料

ます。 

支払銀行

受取人の

条（取引内容

お客さまは、送

いて疑義のあ

行に照会する

っては、当社所

当社が発信し

についてお客

社からの照会

合には、これに

前項に規定す

第 5 項の規定

当社が発信し

ことが判明した

行から送金に

組戻しの手続

条（依頼内容

送金委託契約

います。ただし

しの手続きによ

（1） 依頼

当社所

（2） 当社が

依頼

ます。

前項の依頼内

第 2 号の取扱

本条に規定す

の公的機関の

う場合には、次

0 条（組戻し）

 

行 

手数料 

手数料 

料、郵便料 

他照会、変更

に対する支払通

各号に定める通

まが指定した

料等について

行の所在国の

の預金口座の

容の照会等） 

送金依頼後に

あるときは、す

るなどの調査を

所定の依頼書

した支払指図

客さまに照会す

会に対して、相

により生じた損

する関係銀行

定を準用します

した支払指図

た場合には、

に係る返戻金を

続きに準じて、

容の変更） 

約の成立後に

し、送金通貨

より取扱いま

内容の変更依

所定の本人確

が変更依頼を

内容に従って

 

内容の変更の

扱いによって生

する変更は、関

の措置等によ

次条に規定す

 

更、組戻しに関

通貨） 

通貨を送金通

た通貨と異なる

ては、関係各国

通貨と異なる

通貨と異なる

に受取人に送

すみやかに当

をし、その結果

書の提出を求

図について、関

することがあり

相当の期間内

損害について

行からの照会に

す。 

について、関

当社はお客さ

を受領したとき

当社所定の

にその依頼内

貨、送金金額、

す。 

依頼にあたっ

確認資料また

を受けたときは

て、変更の指

の取扱いについ

生じた損害に

関係銀行によ

り、その取扱

する組戻しの手
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関して生じた手

通貨として送金

る通貨となるこ

国の法令、慣

る通貨 

る通貨 

送金資金が支

社に照会して

果をお客さま

求めることがあ

関係銀行から

ります。この場

内に回答がなか

ては、当社は責

に対して当社

関係銀行によ

さまにすみや

きには、ただ

手続きを行っ

内容を変更す

、関係銀行を

っては、当社所

たは保証人を

は、当社が適

指図を発信す

いては、第 4

については、当

よる変更の拒

扱いができない

手続きを行っ

手数料・諸費

金を依頼した

こともあります

慣習および関係

支払われてい

てください。こ

まに報告します

あります。 

ら照会があっ

場合には、す

かった場合ま

責任を負いま

社が行う回答に

よる支払指図の

やかに通知しま

だちに返却しま

ってください。

する場合には、

を変更する場

所定の手続き

求めることが

適当と認める関

るなど、遅滞

4 条第 6 項の

当社は責任を

拒絶、法令によ

い場合がありま

ってください。

2020

費用 

た場合には、受

す。この場合の

係銀行所定の

いない場合な

この場合には

す。なお、照会

た場合には、

すみやかに回答

または不適切

ません。 

については、第

の拒絶等によ

ます。この場合

ますので、第

 

、次の変更の

場合には、次条

きを行ってくだ

あります。 

関係銀行およ

滞なく変更に必

の規定を準用

を負いません。

よる制限、政府

ます。変更が

年 8 月 31 日

受取人に対す

の支払通貨、

の手続きに従

など、送金取引

は、当社は、関

会等の受付に

、送金の依頼

答してください

切な回答があっ

第 5 条第 2 項

より送金ができ

場合、当社が関

10 条に規定

の手続きにより

条に規定する

ださい。この場

よび伝送手段

必要な手続き

します。また、

。 

府または裁判

ができず組戻し

日現在 

 

する支

、為替

従うこと

引につ

関係銀

にあた

頼内容

い。当

った場

項から

きない

関係銀

定する

り取扱

る組戻

場合、

段により、

きをとり

、前項

判所等

しを行
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ま
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2. 前

し

ん

3. 本

所
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2．本
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4．前

5.当

6．本

7．お

SBI ネット銀行

送金委託契約

ます。 

（1） 組戻し

定の本

（2） 当社が

により

手続き

（3） 組戻し

返戻金

当社所

前項の組戻し

します。また、

ん。 

本条に規定す

所等の公的機

1 条（解約等）

本サービスの

も解約するこ

します。 

本サービスに

なします。 

お客さまに次

ことができます

します。 

（1）支払の停止

始の申立が

2) お客さまの

の担保の

（3）手形交換所

（4）当社に支払

（5）本サービス

または諸費

（6）1 年以上に

（7）申込書また

（8）住所変更

の所在が不

前項に基づき

規定に基づく

当社は、事前

生じた損害に

本利用契約が

ない取引の依

お客さまが本

していない手

 

行 

約の成立後に

しの依頼にあ

本人確認資料

が組戻しの依

り、依頼内容

きをとります。

しを承諾した

金をただちに

所定の本人確

しの依頼および

前項第 2 号

する組戻しは

機関の措置等

） 

の利用契約（以

ことができます

に利用される預

次の各号の事

す。この場合

止または破産

があったとき 

の当社に対す

目的物につい

所の取引停止

払うべき所定

スにおいて、

費用を指定さ

にわたり、本サ

たは本規定に

の届出を怠る

不明となった

き本サービス

く一切の債務

前にお客さまに

について当社

が解約等によ

依頼について

本サービスを月

手数料等その

にその依頼を

あたっては、当

料または保証

依頼を受けた

に従って、組

 

た関係銀行か

に返却します

確認資料また

び返戻金の返

号の取扱いに

、関係銀行に

等により、その

以下「本利用

す。ただし、当

預金口座が解

事由が一つでも

合、当社がお客

産手続開始、

する預金債権

いて、仮差押

止処分を受け

定の料金の支

当社所定の

された口座に入

サービスの利

に基づく届出

るなどお客さま

たとき 

利用契約が解

務について、期

に通知するこ

社は責任を負

より終了した場

ては、当社はそ

月の途中で解

の他所定の手
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取りやめる場

当社所定の手

証人を求めるこ

たときは、当社

組戻しの指図

から当社が送金

すので、当社所

たは保証人を

返却の取扱い

によって生じた

による組戻し

取扱いができ

用契約」といい

当社に対する解

解約された場

も生じたときは

客さまにその

再生手続開

権、その他債権

押、保全差押ま

けたとき 

払を遅延した

の振替日の前

入金しなかっ

利用がないとき

について虚偽

まの責に帰す

解約されたと

期限の利益を

となく本サー

いません。 

場合には、そ

その処理をす

解約した場合

手数料または諸

場合には、次の

手続きを行っ

ことがあります

社が適当と認

図を発信するな

金に係る返戻

所定の手続き

求めることが

いについては

た損害につい

の拒絶、法令

きない場合が

います。）は、

解約の通知は

場合には、本利

は、当社はい

の旨の通知を発

始、会社更生

権または当社

または差押の

たとき 

日までに送金

ったとき 

き 

偽の事実があ

すべき事由に

ときは、お客さ

を喪失し、直ち

ービスを休止す

その時までに送

する義務を負

合であっても、

諸費用につい

2020

の組戻しの手

ってください。

す。 

める関係銀行

など、遅滞な

戻金を受領し

きを行ってくだ

あります。 

、第 4 条第

いては、当社

令による制限

があります。 

当事者の一方

は当社所定の

利用契約も解

いつでも本利用

発信した時に

生手続開始も

社に預託する

の命令、通知が

金資金等その

あることが判明

によって、当社

さまは未払いの

ちに全額を支

することができ

送金・振替の

いません。 

解約時点まで

いて、支払い

年 8 月 31 日

手続きにより取

この場合、当

行および伝送

なく組戻しに必

した場合には

ださい。この場

6 項の規定を

は責任を負い

限、政府または

方の都合でい

の方法による

解約されたもの

用契約を解約

に解約された

もしくは特別清

る資産もしくは

が発送された

の他所定の手

明したとき 

社においてお

の手数料その

支払うものとし

きます。そのた

処理が完了し

でに支払いの

い義務が免除

日現在 

 

取扱い

当社所

送手段

必要な

、その

場合、

を準用

いませ

は裁判

いつで

るものと

のとみ

約する

たものと

清算開

は債務

たとき 

手数料

客さま

の他本

ます。 

ために

してい

の完了

される
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次の各

（1） 

（2） 

（3） 

 

第 13

本規定

当社の

より告

 

第 14

本規定

手続き

 

第 15

当社は

変更後

その他

（１） 

（２） 

 

SBI ネット銀行

ものではあり

2 条（免責事項

各号に定める

関係銀行

生じた損害

受取口座

その他当

3 条（規定の準

定に定めのな

の定めるところ

告知します。 

4 条（法令、規

定に定めのな

きに従うことと

5 条（規定の変

は、次の各号

後の内容およ

他相当な方法

変更の内容

変更の内容

変更後の内

 

行 

ません。 

項） 

る損害につい

行が所在国の

害、または関

座の名義相違

社の責に帰す

準用） 

ない事項につ

ろによるものと

規則等の遵守

ない事項につ

とします。 

変更） 

号に該当する

よび効力発生

法で周知した

容がお客さま

容が、本規定

内容の相当性

いては、当社は

慣習もしくは

関係銀行の責

等のお客さま

すべき事由以

ついては、銀行

とします。当社

守） 

ついては、日本

る場合には、あ

生日を、当社

上で、本規定

の一般の利益

定に基づくお客

性その他の変
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は責任を負い

は関係銀行所

に帰すべき事

まの責に帰す

以外の事由に

行取引規定の

社の他の規定

本および関係

あらかじめ、効

WEB サイトに

定を変更する

益に適合する

客さまと当社

変更に係る事情

いません。 

所定の手続きに

事由により生じ

すべき事由によ

により生じた損

のほか、当社

定、規則などは

係各国の法令

効力発生日を

において公表

ことができます

るとき。 

との契約の目

情に照らし、合

2020

にしたがって

じた損害 

より生じた損害

損害 

社の他の規定

は当社 WEB

令、慣習および

を定め、本規

表するほか、必

す。 

目的に反せず

合理的なもの

年 8 月 31 日

取扱ったこと

害 

定、規則などす

B サイトへの掲

び関係銀行所

規定を変更す

必要があるとき

ず、変更の必要

のであるとき。

日現在 

 

とにより

すべて

掲示に

所定の

る旨、

きには

要性、

以上 


